
                                            

川崎市立井田病院院内感染対策委員会要綱 
 
（趣旨） 
第１条 この要綱は、川崎市立井田病院（以下「本院」という。）における院内

感染の防止を目的として設置する川崎市立井田病院院内感染対策委員会（以下

「委員会」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 
（審議事項） 
第２条 委員会は次に掲げる事項について調査審議する。 
(１) 各職場における感染状況の調査及び報告に関すること。 

(２) 院内感染予防の具体的方策に関すること。 

(３) 院内感染予防対策の監視に関すること。 

(４) 院内感染対策の指導に関すること。 

(５) 滅菌及び消毒に関すること。 

(６) 院内の清潔保持に関すること。 

(７）院内感染対策のための本院職員に対する研修に関すること。 

(８) 廃棄物の適正な管理及び処理に関すること。 

(９) 廃棄物による環境汚染及び院内感染防止対策に関すること。 

(10) その他院内感染防止のために必要と認める事項 

（組織等） 
第３条 委員会は、本院の病院長（以下「病院長」という。）、副院長及び次の

各号に掲げる部門等の区分に応じ、当該各号に掲げる職にある職員をもって組

織する。 
（１）診療部門 感染対策室室長及び病院長の指名する診療部長、初期臨床研

修医 
（２）看護部門 副院長看護部長、手術室師長及び結核病棟師長 
（３）薬剤部門 薬剤部長 
（４）臨床検査部門 臨床検査科長 
（５）給食部門 食養科長 
（６）放射線部門 放射線技術科長 
（７）事務部門 事務局長 
（８）その他 委員長が必要と認める職員 
２ 委員会に委員長及び副委員長を置く。 
３ 委員長は、感染対策室室長をもって充てる。 
４ 副委員長は、委員の中から委員長が指名する。 
５ 委員は、３０名以内とする。 
６ 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。 
７ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代

理する。 
（任期） 
第４条 委員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。 



 

２ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
（委員会の運営） 
第５条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。 
２ 委員会は、原則として月１回開催し、その他必要に応じて委員長が招集す

ることができる。 
３ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 
４ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは

議長の決するところによる。 
（議事録の保存） 
第６条 委員会の議事録は、これを３年間保存しなければならない。 
（関係者の出席） 
第７条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説

明又は意見を聴くことができる。 
（庶務） 
第８条 委員会の庶務は、本院事務局庶務課において処理する。 
（委任） 
第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、

委員長が委員会に諮って定める。 
附 則 
（施行期日） 
１ この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 
（要綱の廃止） 
２ 川崎市立井田病院・院内感染対策委員会要綱（平成１４年５月１日）は、

廃止する。 
附 則 
この要綱は、平成１９年１０月１日から施行する。 
附 則 
この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 
附 則 
この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 
附 則 
この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 
 

 

 


